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教育委員会議事録  

日 時 令和７年７月９日（水）午後２時 0 0 分～午後２時 5 9 分  

場 所 教育委員会室  

出 席 委 員 教 育 長 渋 谷  正 宏 
 

委 員 對 馬  初 音 

 委 員 伊井  希志子 
 

委 員 前田  小百合 

 委 員 大 川  康 徳 
 

  

出 席 説 明 員 学校整備・支援担当部長 髙 山  靖 
 

生涯学習担当部長 武 井  浩 司 

 庶 務 課 長 近 藤  高 成 
 

学校ＩＣＴ担当課長 松 下  征 弘 

 教育人事・指導課長 松 尾  了 
 

教育人事・指導課 
統括指導主事 

柿 添  剛 広 

 学 務 課 長 森  令 子 
 特別支援教育課長 

就 学 前 教 育 
支援センター所長  

有 坂  直 子 

 学校整備課長 安 川  卓 弘 
 

学校整備担当課長 花 岡  純 子 

 生涯学習推進課長 牛山  進一郎 
 

済美教育センター所長 古 林  香 苗 

 済美教育センター 
統括指導主事 

清 水  里 恵 
 

済美教育センター 
統括指導主事 

齊 藤  敦 

 
済美教育センター 
教育相談担当課長 岡 部  洋 右  中央図書館長 出 保  裕 次 

事 務 局 職 員 庶 務 係 長 倉 岡  直 哉  法規担当係長 荒 川  正 良 

 担 当 書 記 松尾  菜美子    

傍 聴 者 １名   
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会議に付した事件  

 

議案  

  議案第 6 7 号  杉並区立杉並第十小学校温水プールの管理運営に関す  

         る規則の一部を改正する規則  

  議案第 6 8 号  教育財産の用途廃止について  

 

教育委員提案議題  

  社会教育センター事業について   
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教育長  では、定刻になりましたので、ただいまから令和７年第 1 2 回杉

並区教育委員会定例会を開催いたします。  

  それでは、本日の会議について、事務局より説明をお願いいたします。  

庶務課長  本日の議事録の署名委員につきましては、教育長より事前に

大川委員との指名がございましたので、よろしくお願いいたします。  

  本日の議事日程についてでございますが、議案２件と教育委員提案議

題を予定してございます。以上でございます。  

教育長  それでは、本日の議事に入ります。事務局より説明をお願いい

たします。  

庶務課長  それでは、日程第１、議案第 6 7 号「杉並区立杉並第十小学校

温水プールの管理運営に関する規則の一部を改正する規則」を上程いた

します。私からご説明を申し上げます。  

  現在、杉並第十小学校の温水プールを含め、体育施設の温水プールの

使用料または利用料は大人 2 5 0 円となっておりますが、満 6 5 歳以上の

区民が個人使用する時は、平日の午後２時までに入場した場合に限り、

５割減の 1 3 0 円となっております。  

  この度、区では高齢者の社会参加の促進や健康増進を図るため、満

6 5 歳以上の区民が温水プール及びトレーニングルームを個人利用する

場合の使用料または利用料を減額する時間帯を終日に拡大することとし

たところでございます。このことに伴いまして、関係する規則を改正す

るものでございます。  

  「新旧対照表」をご覧ください。  

  区内に住居を有している満 6 5 歳以上の者が個人使用する時の５割減

額を定める第 1 1 条第１項第８号におきまして、括弧書きでございます

が、平日の午後２時まで入場した場合に限り減額するという規定を削除

してございます。  

  最後に附則でございますが、施行期日を令和７年 1 0 月１日としてご

ざいます。  

  以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願

いいたします。  

對馬委員  参考までに、これは杉並第十小学校のことなので教育委員会

にかかっているということで、ほかの体育館とかも同じような措置が図
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られるということでよろしいでしょうか。  

庶務課長  おっしゃるとおりでございます。  

  よろしいでしょうか。  

  それでは、教育長、採決をお願いいたします。  

教育長  採決を行います。  

  議案第 6 7 号につきましては、原案のとおり可決して異議ございませ

んか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  異議がございませんので、議案第 6 7 号につきましては、原案の

とおり可決といたします。  

庶務課長  続きまして、日程第２、議案第 6 8 号「教育財産の用途廃止に

ついて」を上程いたします。  

  こちらは学校整備課長からご説明申し上げます。  

学校整備課長  それでは、議案第 6 8 号につきましてご説明を申し上げま

す。  

  荻窪小学校につきましては、校庭改修に当たって、活用の機会が少な

く老朽化が進んでいる飼育小屋を解体し、校庭の一部として活用を図る

ため、教育財産の用途廃止を行うものでございます。  

  議案を１枚お進みください。用途廃止をする財産の内容につきまして

は、表に記載のとおりでございます。  

  もう１枚お進みいただきまして、「案内図」をご覧ください。飼育小

屋の現在の場所を記載してございます。  

  用途廃止の時期は、令和７年７月 2 1 日を予定してございます。  

  以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。よ

ろしくご審議をお願いいたします。  

庶務課長  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございまし

たらお願いいたします。よろしいでしょうか。  

  それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  では、採決を行います。  

  議案第 6 8 号につきましては、原案のとおり可決して異議ございませ

んか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  異議がございませんので、議案第 6 8 号につきまして、原案のと
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おり可決といたします。  

  それでは、次に教育委員提案議題に移りたいと思います。  

  本日のテーマは、「社会教育センター事業について」です。 まず、配

布資料について所管から簡単に説明をお願いいたします。  

生涯学習推進課長  それでは、私の方から、配布資料からご説明させて

いただきます。  

  まず、主として使わせていただきますのは、パワーポイントで作成い

たしました「社会教育センター事業について」というシートでございま

す。  

  それと、主として、また同じようにお目通しいただくことになります

ものが、「杉並区立社会教育センター」と書かれておりますカラー刷り

のＡ４判の資料、社会教育センター事業を網羅して記載をさせていただ

いております資料でございます。  

  それと、補足ということで、Ａ３判の横向きとなっております、令和

５年度、６年度の事業の実績推移を記させていただいたもの、それと、

少し目を通していただく程度にはなるかと思いますけれども、次世代型

科学教育事業の説明の資料ということで、Ａ４判の横向き、こちらの方

をお配りさせていただいております。  

  それでは、ご説明させていただきます。  

  お手元のパワーポイントのシート、１番目、「組織の概要①」となっ

ているところをご覧いただければと思います。  

  まず、杉並区の社会教育事業を担っております組織の概要について振

り返りをさせていただきたいと思っております。  

  「法的位置付け」からお話しさせていただきます。社会教育法の第５

条第１項第４号の記載の中にございます「その他の社会教育施設」とし

て位置づけられておりまして、同様に社会教育法の第５条、これが条文

で申し上げますと第 2 0 条から第 4 2 条になりますけれども、「公民館」

の条項、これに基づきまして社会教育事業を実施しております。こうい

った法律を踏まえまして、当区の中では杉並区立社会教育センター条例

及び同条例の施行規則であるとか社会教育センターの処務規則、そうい

ったものに基づきまして事業を実施させていただいております。  

  併せまして、社会教育センターの沿革、こちらをお話しさせていただ

きたいと存じます。社会教育センターは、もともと設置されておりまし
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た「杉並区立公民館」、こちらの事業を継承いたしまして、平成元年に

開設されております。  

  当時の社会教育センターのオープニングの時の配布資料がございまし

て、そちらの中などに記載されておりますけれども、センターの位置付

けのところを少し読ませていただきますと、区民の多様な学習・文化要

求に対し、その機会と場を提供し、生涯学習社会の実現を目指す社会教

育活動の拠点として高円寺地域区民センターとの複合施設として設置す

るということで解説されております。  

  開設当初でございますけれども、成人教育のみならず、文化事業など

も所掌しておりました。  

  公民館ではなく社会教育センターということで、法律の中での「その

他の社会教育施設」と、この条項をよりどころに事業を行っております

ので、成人教育以外の様々な事業も多様な形でこの間、社会教育センタ

ーが担ってまいりました。  

  「その後」というところで、移り変わりを少し書かせていただいてお

りますけれども、文化事業につきましては杉並文化協会へ移管されまし

たし、青少年活動や家庭教育事業につきましては学校支援課へ移管され

ました。逆に、新しく受け入れる事業などもございますので、昨今で申

し上げますと、科学館から区民向けの科学教育事業、こちらの移管を受

けまして、事業の体系の中に加えさせていただいたところでございます。  

  進んでいただきまして２番、「組織の概要②」をご覧いただければと

思います。  

  人員体制を少し振り返らせていただきます。杉並区立社会教育センタ

ーの処務規則に基づきまして、センター所長をはじめといたしまして、

常勤職員が９名、会計年度任用職員７名の計 1 6 名の体制で事業を運営

しております。その常勤職員の中には社会教育主事２名を含んでおりま

す。社会教育主事は、ご存じのとおり自治体に置かれます専門職員でご

ざいまして、社会教育の指導や助言を行う役割を担っております。  

  箇条書きの三つ目になりますけれども、社会教育センターは高円寺地

域区民センターと併設された施設というところがございますので、施設

の貸出しや施設管理等につきましては、かつては委託でしたけれども、

今は指定管理事業者に処理を委ねております。  

  あと、事業の運営状況の話で申し上げますと、後述いたしますけれど
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も、次世代型の科学教育推進事業は、「イマジナス」の運営事業者へ社

会教育センターが委託を行いまして、科学事業を実施しております。  

  附属機関との連携もございまして、区全体の中で社会教育行政を所掌

しておりますのが杉並区社会教育委員の会議でございます。社会教育委

員の会議では、２か年の任期の中で様々ご議論いただいておりまして、

任期の終わりには報告書、こちらの中でご議論いただいた内容につきま

してまとめて、報告いただいております。そういった社会教育委員の会

議の中でご提案いただいた内容などを踏まえまして、社会教育センター

ではこの間事業の見直し、そういったところも行ってまいりました。  

  では、次に参りまして、今度は事業の概要のご説明でございます。３

番、「事業の概要①」というところをご覧いただければと思います。  

  社会教育センターの所掌事項でございます。「センターの施設及び備

付器具の利用並びに維持管理に関すること」から始まりまして、最後の

「社会教育指導者の養成及び研修に関すること」、この多岐にわたる業

務を主として担っておりますけれども、本日ご議論いただく内容で申し

上げますと、白丸の４番目「社会教育に係る学級、講座、展示その他の

各種事業に関すること」というところと、５番目「社会教育活動に対す

る指導、助言及び相談に関すること」、この二つが後ほどご説明をさせ

ていただきます、現在主として担っております社会教育センター事業と

いうことになります。  

  この後、シートの中で個別にご説明をさせていただきたいと存じます。  

  この事業の概要の記載につきましては、毎年度作成されております事

務事業概要の記載を引用しておりまして、こちらのパンフレットの記載

と少し同期が図られるように若干文言を整えているところもございます

が、大きく変更されているところはございません。  

  それでは、次のシート、４番目、「事業の概要②」をご覧いただけれ

ばと存じます。  

  「社会教育センター事業のあらまし」といたしまして、本日お配りし

ておりますカラー刷りの資料を、ページごとにもろもろこの後ご覧いた

だきながら、私の方からご説明をさせていただきます。  

  各事業の実績につきましては、先ほどご説明させていただきましたＡ

３判横の実績の資料、そういったものもございますので、ご参照いただ

ければと思います。  
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  それでは、ここから先は個別の事業概要をご説明させていただきまし

て、その後に事業ごとに課題を申し述べる形で、順番にお話をさせてい

ただきます。  

  まず、５番目、「成人学習支援①」というところをご覧ください。冊

子で申し上げますと３ページ、４ページをご覧いただければと思います。  

  「すぎなみ大人塾」であるとか「Ｕ 3 0 事業」、そういったところが書

かれてございます。少し読ませていただきますと、大人塾でありますけ

れども、「はじめの一歩」「地域」「総合」コースとございまして、自由

で新しい発想を育む学習の場として、講師ではなくて学習支援者のアド

バイスを交えまして、授業者相互の学習や討論を行いまして、区民相互

のネットワークの構築や学びを深めることを目的としております。  

  プログラム終了後につきましては、修了生の自主的な団体といたしま

して「大人塾連」というものがございまして、こちらと連携しながら、

受講が終わった方の受皿となっていただきまして、社会教育活動、成人

学習の活動が発展するような支援を行っております。  

  「大人塾連」の有志を主体といたしまして、「大人塾まつり」という

ものが年１回のペースで行われておりまして、社会教育センターとの共

催事業で、社会教育の裾野の拡大や学習・団体の連携、こういったもの

が実現しているところでございます。  

  その次の「Ｕ 3 0 事業」でございます。 3 0 歳以下、こちらの区民の方

によりまして、企画会議であるとか、最終的にはこの企画会議を踏まえ

まして「みんなの大運動会」というイベントを開催する事業でございま

す。 3 0 歳以下の若者、これがなかなか社会教育の現場に参加者として

来ていただけないという状況がございましたので、そういったところを

少し開発する手がかりとして、 3 0 歳以下の若者が職場や学校以外でつ

ながり、そういったものを築いていただけるように、地域で関わってい

ただけるきっかけづくりを行う事業ということで実施されております。

これは、社会教育事業におけます若年層の掘り起こしといったところを

目指しております。  

  では、資料を進んでいただきまして、次でございます。６番「成人学

習支援②」というところで、ここで成人学習支援の課題を少し整理させ

ていただきます。  

  二つ挙げさせていただいております。箇条書き一つ目でございますが、
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地域や世代を超えての多様な人々が身近なところで参加しやすい学びの

機会をつくり出していくこと、これを継続していくことが必要だと認識

しております。  

  課題の二つ目でございますが、学びの成果を地域づくり等に生かすこ

とができる力を養っていただくこと、参加者がその後に主体的に参加・

参画、そういったものにつなげていただけるように支援をしていく必要

が今後もあると認識しております。  

  では、次、７番目、「団体等との協働事業①」というシートをご覧い

ただければと思います。  

  社会教育事業の中では、社会教育法の規定で社会教育関係団体という

規定がございます。この団体は、ざっくり申し上げますと社会教育を自

主的に行う団体と捉えていただければと思います。区内には、規模や取

り組む分野が違う団体が様々ございます。そういった団体と共同開催、

共催などで事業をしているものでございます。  

  まず、一つ目でございます。冊子の６ページをご覧いただきながらご

説明をさせていただきます。  

  社会参加の支援につなげる事業ということで、「済美教室」と「にほ

んご教室」という事業を挙げさせていただいております。  

  「済美教室」の方でございますが、特別支援学校等の卒業者の社会参

加や仲間づくりとしての余暇活動を支援するという目的で実施をしてい

る事業でございます。もう一つの「にほんご教室」の方でございますけ

れども、杉並で暮らす外国人に対する日本語能力向上の支援、こういっ

たものを行う事業でございます。  

  次、冊子の５ページをご覧ください。「ユネスコ活動支援」というと

ころでございます。「中学生クラブ・ユネスコ教室」、あと「成人向け事

業」もございますが、ユネスコの理念に沿いまして、国際理解や平和の

推進を図る活動を行っております杉並ユネスコ協会と共催によって行っ

ている事業でございます。  

  最後の見出しになりますけれども、「総合文化祭・文化団体育成」で

ございます。杉並区文化団体連合会という文化団体の連合組織がござい

まして、こちらと共催で秋口、年に１回セシオン杉並を会場といたしま

して、展示やホール事業、そういったものを総合文化祭として１か月半

ぐらい開催しております。その文化団体連合会は秋の時期以外に、おお
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むね春とか冬の時期というのが多いですが、区教育委員会と共催で個別

の文化団体の育成事業ということでホール事業などを開催いたしており

ます。  

  では、次、８番目、「団体等との協働事業②」ということで、課題を

書かせていただいております。「社会参加支援」として挙げさせていた

だいた「済美教室」と「にほんご教室」の課題でございます。これらの

事業は社会参加を支援するための事業と位置づけられておりますが、将

来的なこの事業の担い手となる方々の確保が課題だと認識しております。  

  二つ目、総合文化祭・文化団体の育成の課題でございますが、区民等

の文化活動は今後も多様化することが想定されておりますので、新たな

分野の団体へ門戸をどう開いていくのか、そういったことを議論してい

く必要があると認識しております。  

  お気づきだと思うのですけれども、ユネスコ活動の支援については課

題がございませんが、担い手の継承といったところはしっかり整えられ

ている団体ということで、課題としては特段挙げさせていただいており

ません。  

  次に参りまして、９番目、「科学教育の推進」でございます。事業の

概要を六つほど書かせていただいているものでございます。冊子の６ペ

ージと記載は同じでございます。  

  先ほども申しましたが、令和５年度よりイマジナスの運営事業者にこ

れらの科学教育事業につきまして委託をして実施しております。社会教

育センターとイマジナスの役割分担につきましては、次世代型科学教育

事業というＡ４判横向きの資料、こちらにポンチ絵で社教センターの直

営事業と科学教育事業の委託事業の概念、考え方を少し整理させていた

だいていますので、お目通しいただければと思います。  

  科学教育の推進の課題でございますけれども、出前型・ネットワーク

型の事業を標ぼうして実施しておりますが、区民等へはこういった事業

の一定の浸透は図られていると認識しておりますが、まだまだ個別のイ

ベント、事業につきましては参加者増につながる伸びしろがあると認識

しておりますので、これらの事業につきましては体験を通じて科学教育

の魅力を知っていただくという事業趣旨でございますので、是非とも参

加者増につなげる必要があると認識しております。  

  次に参りまして、 1 0 番目、「社会教育士の活用（社会教育士と創る学
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び合い）」というシートをご覧いただければと思います。  

  社会教育士につきましては令和２年度に創設された資格でございまし

て、国の社会教育主事講習等規程にひもづいて制度化されております。  

  社会教育士の活用、区内で住民の学びを中心的に担っていただく方と

か、社会教育士の資格は持っておられませんけれども、もはや指導者の

レベルの方、団体の活動を束ねていただいたりとか団体と団体をつない

でいただくような中核的な学習の担い手という方がおられますが、そう

いった方たちを対象として二つほど事業を実施しておりますので、こち

らに書かせていただいております。  

  一つは「学び合いのワークショップ」という事業でございます。社会

教育士等が取り組む活動内容からテーマを設定いたしまして、参加者同

士がその事例の良い点や課題、更には改善策等を意見交換いたしまして、

アイデアを出し合うことでよりよい活動へつなげることを目指して開催

している事業でございます。  

  二つ目、「スキルアップ講座」でございます。同じように、今度は社

会教育士等が実際に活動する中で必要と感じております知識やスキル等

を学んでいただきまして、活動をより良くしてもらうことを目的に実施

しております。  

  社会教育士の活用の課題でございますが、ここに書かせていただいて

おりますけれども、様々な分野に関わる人々が社会教育活動を通じてつ

ながれる居場所や舞台を区として支援いたしまして、地域のウェルビー

イング、充足感とか充実感といったことになるかと思いますけれども、

そういったものの実現につなげる必要があると認識しております。  

  1 1 番目、「今後の展望①」ということで、個別の事業ということでは

なく、社会教育センターが担っている事業の総体としての課題を少し書

かせていただいておりますが、読ませていただきます。  

  一つ目、「学びの機会の提供」は、センター事業において、今後も最

大のミッションでありますけれども、関心を持っていただく区民が参加

しやすい環境、これまで以上に参加しやすい環境を心を砕いて実施して

いく必要があると思っておりますが、矢印のところで書かせていただい

ておりますけど、特に学びたいというその一歩、これを踏み出そうとし

ている方への相談体制の充実というところは具体的に取り組むべき領域

ということで認識しております。  
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  二つ目でございます。区民の「学びの機会」をつなげ、豊かな地域づ

くりを支援する人材をこれまで以上に育成する必要があると考えており

ます。そのための人材といたしまして、社会教育士等を中心とした中核

的な担い手、こういった方たちの学びの場やネットワークづくりを今後

も推進していくことを考えております。リアルで会ってつながっていた

だくだけではなく、ネットワークづくりにおきましては、バーチャルの

世界と申しますか、インターネットの世界、そういったところの利用と

いうことで、公民連携プラットフォームの活用といったことも視野に含

めまして、情報発信の仕組みなども少し視野に今後考えていく必要があ

ると考えております。  

  最後のページとなりますけれども、 1 2 番、「今後の展望②」というと

ころでございますが、一つ目でございますけど、社会教育活動を広げる

ための具体方策として、地域で学び合う機会や場を充実させる必要があ

ると。そのためには、学びのプラットフォームなどが今後進展する際に

は、社会教育士等で構成された組織体と書かせていただいておりますけ

れども、ネットワークのような人のつながりと思っていただければと思

いますが、そういった担い手として活動できるように支援、助言を引き

続き行える仕組みを構築する必要があると考えております。  

  最後となりますけれども、出前型・ネットワーク型事業によります事

業展開を通じまして、区民と科学の拠点との接点をこれまで以上に豊か

にして、地域の生活や暮らしの中で科学の視点を広げて生かしていくこ

と、そういったことを意識する事業というものを今後もやはり実施して

いく必要があると認識しております。  

  かけ足で恐縮でございますが、私からの説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。  

教育長  ありがとうございました。  

  それでは、ここから自由に議論する時間を設けたいと思います。時間

の関係上、 1 4 時 5 0 分ぐらいまでを目安に進めていきたいと思います。  

  社会教育とは何かというと、ざっくり言うと学校教育以外と考えるこ

とができ、非常に幅広い分野であるといえます。人生 1 0 0 年時代と言

われる現代において、社会教育の役割は人々が生涯にわたって学び続け

ることや地域とのつながりを築くなど、大変重要なものでございます。  

  前回、部活動をテーマに議論いたしましたが、部活動のみならず、放
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課後や休日における学校外での子どもたちの活動は、地域が受皿となり、

社会全体で子どもを育てるという視点も大事になってくると思います。  

  また、どうしても教育委員会は学校教育中心に今まで議論をしてまい

りましたが、これから「みんなのしあわせを創る杉並の教育」の実現の

ためには、やはり社会教育の視点も大変重要だと思っております。そう

いう意味での社会教育について議論できればと思います。  

  ざっくばらんに、単純なご質問からご意見等、ご発想も含めてお聞か

せいただければと思います。  

  それでは、お願いいたします。では、伊井委員、お願いします。  

伊井委員  様々な資料を用意していただき、まずは御礼申し上げます。

ありがとうございます。  

  今、教育長がおっしゃったように、学校教育と社会教育ということで、

学校教育は学校のことで、私たちとしては受け止めやすい部分と分かり

やすい部分があると思うのですが、まずは社教センターが目指している

ところというのでしょうか、どのように社会教育を進めていくのか、参

画する方々の様子、例えば幾つかほかのワークショップなんかの資料を

見させていただきましたけれども、このような活動がどの程度行われた

り、どのような方が参加し、どんなことをやりたくて参加し、学んでい

らっしゃるのかというあたりをちょっと具体的に教えていただけたらと

思います。  

生涯学習推進課長  ちょうどせんだって、私も着任以降、久方ぶりに現

場の事業に参加させていただいたことがございます。大人塾のはじめの

一歩コースに参加させていただいた状況で申し上げますと、私なんかと

同じか少し上の世代の方、お勤めが終わられたりとか、子育てや介護な

どが終わられて、この後の人生をよりよいものにしていきたいという思

いを抱えておられる方がやはり随分多くて、そういった中で少し地域に

居場所が見いだせないと、そういった方々などはまずは人とつながって、

かつ、つながっていく中でいろいろ自分が取り組むべき課題なども見い

だして積極的に活動していきたいという思いを抱えておられる方が多か

ったようにお見受けしております。  

  大人塾まつりにも少し顔を出させていただいたのですが、大人塾が始

まって 2 0 年たちますが、人のつながりですね、卒業された方々が世代

を越えてとか地域を越えてつながっておられまして、そういった方がつ
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ながりの中でいろいろな活動を始めておられるということで、社会教育

のマインドをいろいろ意識されて社会参画などの活動事業なども行って

おられる方もおられます。そういった方々の一助になっているという側

面もあるかなと思っております。  

伊井委員  引き続きお伺いするのですけれども、具体的にはどんな活動

をされていると受け止めたらいいのでしょうか。例えばイマジナスは分

かりやすいですよね。出前授業を済美教育センターでやっていらっしゃ

るものとは別にやっていらっしゃると伺いましたが、大人塾では、具体

的な活動としては、年に１回、大人塾で学んだ内容を生かして何か行事

をされているという受け止め方で合っていますでしょうか。  

生涯学習推進課長  大人塾に参加された方のお話で申し上げますと、 卒

塾というか、授業を受けられた後に地域の中でつながりができて、例え

ば人が集えるようなフォーラムというか、フリースペースでやっておら

れる方もいるというお話は、前回大人塾まつりに参加させていただいて

伺えたりもしました。そういった方というのはいろいろな活動をされて

いて、中には、大人塾に参加した後に地域の活動にということで、町会

に入られた方もおられますし、区民センターの運営協議会の委員に立候

補してくださって、そういった既存の地域団体の中で活動してみようか

なという方もおられたりとか、あとはご自分たちの目的に沿って子育て

の活動をされたりとか、まちづくりを考えるためのグループ活動をされ

たりとか、多様な展開があると認識しております。  

  一方、イマジナスの事業でございますけれども、社会教育センターに

来ていただいて展示事業を行っていただいたりとか、あとは小中学生向

けの体験型の科学教育の授業ですが、フューチャーサイエンスクラブと

申しまして、夏の時期などに３日、４日、イマジナスで小中学生を対象

に開催していただいて、人体の不思議とか宇宙の不思議について学んで

いただくような形であったりとか、天体の観望会など、そういったもの

を実施させていただいています。イマジナスの中だけでなく、まち場に

出て行っていただいて、区民センターとか社会教育センターなど、場合

によっては公園とか、まちに出ていただいて科学の事業に触れていただ

く機会をイマジナスには委託事業としてやっていただいていると、そう

いう状況でございます。  

伊井委員  ありがとうございます。今後、学校教育との連携というか、
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そのあたりに関しては学んだ方々から何か要望だったり、こうやりたい

という見通しみたいなものはあるのかなと思うのですが、ほかの委員の

方々からもご質問を受けていただいて、また最終的に質問させていただ

けたらなと思います。  

  今日、午前中に総合教育会議もあったのですが、様々なところで担い

手ということがやはり話題になっていました。その中で、ここで学んだ

方々がどんな感じの立ち位置になるのかなというのを興味深く思ってお

りますので、後ほどあるいはまた別の機会に教えていただけたらいいの

かなと思います。ありがとうございました。  

教育長  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。では、大

川委員お願いします。  

大川委員  この社会教育士という方が社会教育を担う資格としてできた

ようですけれども、杉並区にどれぐらいの社会教育士がいらっしゃるの

か、それから別にまた社会教育委員の会議というのがありますよね。そ

れとの関係というのを基礎的なこととして教えてもらえますか。  

生涯学習推進課長  社会教育士、杉並区内にお住まいの方でどれだけい

らっしゃるのかというのは、確実な統計は実はございません。それは、

文科省が取得しておられる方の名簿などを個人情報の関係などもござい

ますので、公開していないということがございますので、逆に潜在的に

もう既にお持ちで活動してみたいという方がおられると我々も思ってい

るところでございます。既に社会教育士の資格をお持ちの方が地域で活

動いただける場を提供できるようにということで、社会教育士と共に学

ぶための事業というものをいろいろ宣伝させていただいて、持っている

のだけれども何もできていなくてという方の掘り起こしをしてみたいと

思っております。  

  社会教育を担える人材というのは、法の中では、主事資格を持ってお

ります者が教育委員会で任命されて初めて社会教育主事として社会教育

行政に携われるという限定的な状況があるのですけれども、今の協働が

盛んになったこの世の中では、まち場の方こそ社会教育的な視点で活動

していただきたいということで、国が令和２年に作った仕組みでござい

まして、行政だけでなくまち場の方なども取っていただいて、団体活動

の充実化を図るための仕組みというところでございます。  

  あと、社会教育委員の会議でございますけれども、社会教育の事業全
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般にわたってアドバイスいただくということで、今 1 9 期がスタートし

たところでございます。任期は２年となっておりまして、学識経験者の

方とか地域の方とか、学校教育関係者の方などに参加いただきまして、

数か月に１回お集まりいただく中で議論をしていただいて、最終的には

その２年の任期の中で報告書をまとめていただきます。報告書のテーマ

を決めるに当たっては、社会教育行政の中でこういうテーマでご議論い

ただきたいとご相談しながら皆様からご意見を頂いて決め、事業実施の

中に生かしてまいりました。  

  出前型の事業の構想などを議論していただいた年もございますし、昨

今では社会教育士の活動をどうするかというテーマで議論も頂いた実績

もございます。  

生涯学習担当部長  生涯学習担当部長です。少し課長の説明を補足させ

ていただきます。従来、社会教育主事といわれていた方は、教育委員会

に配属されることによって社会教育分野で活動するとなっていますから、

逆に言えば、誰がそれを持っているかというのは把握できていたわけな

のですけれども、今回国がこれを広げたというのは、先ほど課長の説明

があったとおり、まさに地域にいる方たちに活躍してもらうために、社

会教育士ということで広がりを見せたわけですが、そうすると潜在的に

それを持っている方がどれだけいるかというのが全く分からなくなって

しまうわけなのです。  

  先ほど課長の説明にあった学び合いとかもそうなのですが、今回公民

連携プラットフォームを使っていこうというのは、そういうところで実

際にこの社会教育分野に関心を持っている方、既に資格を持っている方、

そうした方たちにやはり手を挙げてもらって、それをつなげていくとい

うことをやっていきたいということで、今年度から取り組んでいこうと

思っています。  

大川委員  ありがとうございます。せっかく民間の方に社会教育に携わ

ってもらおうという制度ができたのに、区側から区内に誰がいるのか分

からないという隔靴掻痒というのですかね、広報して手挙げて登録して

よとか、杉並区社会教育士会みたいな集まりを作ってもらえるといいで

すね。  

生涯学習推進課長  地域で活動している中で、社会教育士の資格を取り

たいと思ってお取りになったまち場の方などもおられますので、広がり
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は見せ始めているところでございます。  

大川委員  ありがとうございます。  

教育長  区費の教員が指導主事として教育委員会事務局 に配置されてい

て、過去に二人の指導主事が社会教育士を取られたのですよね。だから、

区としてそういった形で社会教育士を育成していくとか、そういう動き

というのは、今お考えはないのですか。  

生涯学習推進課長  文科省が、社会教育士を取るに当たって、行政の職

員ですけれども、それを支援するための講習を行っております。それは

今申しましたとおり、主として行政の職員がターゲットになっておりま

す。ただ将来的には、国がやっております講習だけではなくて、大学が

行っております養成課程というのもありますので、そういった養成課程

などに参加していただいて、掘り起こすようなことができればよいかな

と思ってはいるのですが、なかなか難しい部分はあるかもしれませんの

で、制度設計をどうしていくかみたいなところは少し研究させていただ

きたいと思っております。ただ、裾野を広げるということで申しますと、

国の養成講習だけでは足りていないのかなというところがございますの

で、課題としては承知しております。  

教育長  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。では、前

田委員、お願いします。  

前田委員  社会教育は、多分行政の方が把握しているものとそうではな

いものとたくさんあると思うのですけれども、どれぐらいの規模感なの

かがよく分からないのです。把握していないものもあると思うので難し

いとは思うのですけど、何人ぐらいの方がどんなイメージで参加されて

いるのか。今、社会教育を充実させていこうという中で、今どれぐらい

のものをどれぐらいにしようとしているのかとか、それが見えないとど

うなるといいのかなというイメージが湧かないなと思って、何か指標と

なるようなものはありますか。  

生涯学習推進課長  指標につきましては、数を束ねるというのはなかな

か難しい部分がございまして、社会教育センターが関わっている、主催

や共同開催とかをカウントしていくという考え方はあるかもしれません

けれども、そうすると広がりということが実感できないかなとも思って

おりまして、行政で指標としてよく使っております区民意向調査という

アンケートなどで、社会教育を学んでそれが役立っていると思うという
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方のパーセンテージを増やしたいというところがございます。そういっ

たところを少しよりどころにと思うのですけれども、ただ前田委員おっ

しゃるように、それは本当に全体を見ているのかということで申し上げ

ますと、なかなか全体像が見えてこないというのがございます。  

  ただ、まさに委員がおっしゃっていた、行政が行っている社会教育だ

けが社会教育ではないということもございまして、今、社会教育委員の

会議の議長をされております笹井先生という研究者の方がおられるので

すけれども、本人たちが寄り集まって相談して何かやろうねと思ってい

ること自体が、緩い形だけど社会教育だという考え方もあるようでして、

人が集って自分たちを高めていくとかつながっていくということを考え

ていただける方を増やしていければというのが、我々のミッションかな

と思っております。ただ当然数的なところを本来意識しなければなりま

せんので、少し研究はさせていただきたいと考えております。  

前田委員  ありがとうございます。どうあると社会教育が豊かであると

思えるのかなというのはまだまだ。社会教育が盛んな自治体とか、何か

イメージしているものはあったりするのですか。  

生涯学習推進課長  戦後、社会教育法ができて、公民館活動を中心に社

会教育が行われてきたのですけれども、それから地域区民センターがで

きて、地域区民センターの中で行うものも学びの場ですから、そういっ

たものが生涯学習として広がりを見せていって、意外と公民館と名のる

施設も減ってきている状況もあったりとかいたしますし、担い手として

の社会教育主事の数目が少し減っているという話も社会教育主事から聞

いておりますが、杉並は５人、６人とおりますので、比較的安定的にい

ろいろな事業に携わっていただいているかなという実感はございます。  

  せんだって、これも学び合いワークショップに、研究者の方に伴われ

て他区の社会教育主事の方がお見えになったのですけれども、杉並さん

は本当にこんなに盛んにやっておられてというお声を頂いたものですか

ら、他の自治体も試行錯誤であるのかなと実感しているところです。  

前田委員  ありがとうございました。きっと行政の方たちが見えないと

ころでも自主的にいろいろなものが生まれているというのが、豊かな社

会教育が行われているというイメージの一つなのかなと、さっきお話し

しながら考えていたのですけれども、今、保護者もそれぞれ忙しくてネ

ットワーキングが難しいような状況がある中で、学校とかを卒業した後、
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また大人たちがどのようにつながっていくのかというのも改めて関心を

持ったところです。もう一つは、行政の方々が見えないところでもいろ

いろなつながりが持てた時に、その方たちのお困り事がまたどこかにつ

ながることができたりとか、いろいろなネットワークが張り巡らされる

といいのかなと思っています。そこの困り事が解決されればまたより違

うものが生まれたりということがあると思うので、行政がやることだけ

ではないのですけれども、よりいろいろなネットワークが張り巡らされ

るような、そういう地域になったらいいのかなというのは一つイメージ

として持ちました。ありがとうございました。  

生涯学習担当部長  本当に委員ご指摘のように、この社会教育をどう捉

えるかというのはすごく難しいのですよね。なかなか他自治体と比較は

しづらいのですけれども、杉並区は、地域に出ていくと非常にこういう

活動をしていらっしゃる方が多いというのは実際に感じます。  

  ここからは少し私の感想も入っているのですが、これまで社会教育と

いうのはどうしても、これまで仕事とかを頑張ってきてリタイアをした

人とか子育てが一段落した方とか、第二の人生に向けてみたいなところ

が割とターゲットになってきたのかなというところがあります。今はそ

れを若い世代にも広がっていくようにという働きかけがいろいろ行われ

るようになってきていると思うのですが、これから先、特に目指さなけ

ればいけないと思うのは、先ほど伊井委員の方から学校教育との関係と

いう言葉が出たわけですけど、子どもたちも、せんだってこの場で協議

された部活の在り方なども変わってくる中で、大人たちが学んでいるも

のを子どもたちに還元して、子どものうちから学校教育では学べないこ

とにいろいろ関心を向けて、興味を広げていくことにつなげていくこと

は、今後目指していかなければいけないことかなと思っています。  

前田委員  ありがとうございます。おっしゃるところ でいうと、私も今、

保護者の集まりでいろいろ、子どもたちの居場所はどんなものがいいだ

ろうねとか、学校の困り事はこんなことがあるよというのを結構お友達

同士でお茶しながらお話ししたりするのです。そこにどうやって自分た

ちが主体的に関わっていくか次第でそれも一つの社会教育だなと思いま

した。学齢期はどうしても教えてもらったりとかやってもらうことが多

かったりするかもしれないのですけれども、学齢期の子どもの保護者が

そういう活動をできていると、子どもたちにとってもそういう姿勢もあ
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るのだという学びにもなるかなと思ったので、第二の人生というのもも

ちろんあるのですけれども、母親として子育てをしている中でも社会教

育の一つができているような、そんな気持ちにもなりました。ありがと

うございます。  

對馬委員  いろいろ資料を用意していただいて、ありがとうございます。

今回テーマが社会教育センター事業ということで、社会教育、生涯教育

の中でも割と狭いところにテーマが来ていると思うのですけれども、昨

今子どもの居場所ということを言っていますけれども、これもやはり居

場所なのだと思うのです。年代に関係ない人々の居場所なのだろうなと

思うのです。そうあってほしいと思いますし、私自身、この社会教育セ

ンターに随分お世話になりました。私も子どもが小さい時に、この先自

分はどのように生きていけばいいのかなと考えていて、子どもは 1 0 年

たったら自分のコミュニティができる。夫は夫で仕事しているから会社

がある。私はどうしていこうという時に社会教育センターでやっている

事業に参加させてもらって、その時にできた仲間というのは今でもやは

りつながっていて、その時に何で参加できたかというと、託児があった

からなのです。  

  その時、それぞれがまだ幼稚園に行く前の１歳とか２歳とかの子を連

れて行って、親は親で会議をして、子どもは見ていてもらうと。その子

どもたちも今でもつながっていたりとかして、時々、例えば連合音楽祭

とかに行くと、いたよとかいうような、そういうコミュニティがやはり

できていたりしています。その仲間が何でつながっていられるかという

と、子育て中のママ友というのは子どもが大きくなっていって学校を離

れると意外とつながりが終わってしまったりするのですけれども、社会

教育センターのつながりは趣味の集まりみたいなものなので、そういう

同じようなことが好きな人が集まってくるから、何となく居心地がよく

て集まっていられるのだろうなと感じます。  

  私はそういう経験をさせてもらったのですけれども、あの時多分広報

で見つけてちょっと行ってみようかなと思って行ったのですが、こうい

うことをやっていることを知らない人の方が多分世の中には多いと思う

のですね。だから、どうやって広報をしていくか。ちょっと一歩出たら

楽しいことがあるよということをどのように知らせていくのかというこ

とと、それから、私はやはり年齢に関係なく参加できるのがいいところ
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だと思うのです。だから、子どもだけの会議とかそういうことではなく

て、子どもも含めてみんな、ラウンドテーブル的なものの中に座れるよ

と。大人も子どもも、例えば小学生とかでも一緒に一つの議題について

話ししようよと。子どもだけの意見をわざわざ聞くのではなくて、大人

と一緒に自分の意見も言えて、大人も意見の一つとしてちゃんと聞いて

あげて、そういうことで子どもも自信を持ってとか、社会の役に立つと

か、こういうことは駄目なのだ、やれないのだとかいうことを学んでい

くとか、そういう場になっていったらいいなと思うので、年代を切り分

けなければいけないテーマとかももちろんあると思うのですけれども、

できる限り、何歳から何歳とか、そういうことではなくて、誰でも参加

できるような機会があるといいなと、そういうつながりがここからでき

ていったらいいなと思っています。ありがとうございます。  

教育長  ありがとうございました。学校教育と社会教育というのはとて

も密接な部分があって、昔は学社融合といったそういう時代もありまし

たよね。今、まさに学校教育が様々肥大化している中で、やはりいかに

この社会教育の範ちゅうをしっかりと充実させていくのかということが

杉並区の教育全体を考えた時にはとても重要なポイントになってくるの

だと思うのです。そういった意味で、今後も、社会教育委員の皆様の議

論を通して社会教育の充実に是非寄与していただければと思っています

し、私どもも考えていければなと思います。  

  また、教育委員会の事業として学びのプラットフォームを進めており

ますので、そうすると、今後各学校が社会教育の拠点になるような施策

を教育委員会としても進めていくことになろうと思いますので、そうい

った点でも、学校を拠点に社会教育の充実という施策についてもまた是

非議論ができれば思っております。ありがとうございました。  

  では、そろそろ時間になりましたので、これで委員提案の議題につい

ては終了させていただきたいと思います。  

  次回の教育委員提案議題については８月の定例会で扱う予定になりま

す。テーマ等は次回の定例会でお伝えできればと思っております。  

  以上で、本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。  

  それでは、庶務課長、連絡事項がございましたらお願いします。  

庶務課長  次回の教育委員会定例会でございますが、７月 2 3 日水曜日、

午後２時からを予定させていただいております。どうぞよろしくお願い
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いたします。  

  以上でございます。  

教育長  それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。ありがとうご

ざいました。  


